
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

（ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置））の変更に係る設計及び工事の方法の 

認可（ＳＴＡＣＹの更新（第２回申請））について 

 

Ⅰ．審査の結果 
  原子力規制委員会は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「申請者」

という。）の試験研究用等原子炉施設の変更に係る設計及び工事の方法の認可（以

下「設工認」という。）に関し、申請者が申請した「原子力科学研究所の原子炉施設

（ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設）の変更に係る設計及び工事の方法の認可

申請書〔ＳＴＡＣＹの更新〕」（平成２９年８月１０日付け２９原機（科福開）００

８をもって申請、平成３０年４月９日付け３０原機（科臨）００１、平成３１年１

月１７日付け３０原機（科臨）０１９、令和元年８月３０日付け令０１原機（科臨）

００９、令和元年１１月２９日付け令０１原機（科臨）０１３及び令和２年３月１

８日付け令０１原機（科臨）０２２をもって一部補正。以下「本申請」という。）を

審査した結果、本申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第２７条第３項の各号の規定に

適合しているものと認める。 

 

 

Ⅱ．申請内容 
１．申請の概要 

    本申請に係る設計及び工事は、平成３０年１月３１日に許可された「国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉設置変更許可申請

書（ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設等の変更）（平成２３年２月１０日付け

申請、平成２７年３月３１日、平成２８年１１月１日、平成２９年３月１日、３

月３１日、６月１４日、９月８日及び平成３０年１月２４日付け一部補正）」（以

下「設置変更許可申請書」という。）を踏まえ、ＳＴＡＣＹ施設を「溶液燃料を用

いる臨界実験装置」（以下「溶液系ＳＴＡＣＹ施設」という。）から「棒状燃料及

び軽水を用いる熱中性子炉用臨界実験装置」（以下「新ＳＴＡＣＹ施設」という。）

に型式変更することに伴い以下の①の変更を行うとともに、新規制基準適合性確

認として②の変更又は評価、その他として③の変更を行うものである。 

① 炉心の型式変更に伴う変更 

 実験装置架台の改造（分割申請：第３回）の前工事として、炉室フード側

面に実験装置架台支持サポート用の貫通孔を設けるとともに、炉室フード

の支持サポートを設置する。 

 棒状燃料収納容器架台の新設（分割申請：棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等）

の前工事として、当該架台の基礎構造を炉室フード床面に増設する。 

 不要となる放射線監視施設を削除（減）する。 

 溶液燃料を使用しなくなることに伴い、原子炉格納容器である炉室（Ｓ）

の漏えい率を削除する。 
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 耐震重要度分類を下位クラスへ変更する。（溶液燃料貯蔵設備、粉末燃料貯

蔵設備、槽ベント設備Ｂ，Ｄ、気体廃棄物処理設備、排気筒、炉室（Ｓ）

に設置する設備の支持機能を確認する地震動、炉室（Ｓ）換気空調設備、

原子炉の附属設備） 

② 新規制基準適合性確認に伴う変更又は評価 

 外部からの衝撃による損傷の防止に係る評価を行う。（炉室フード、溶液燃

料貯蔵設備、粉末燃料貯蔵設備、槽ベント設備Ｂ，Ｄ、気体廃棄物処理設

備、排気筒、固体廃棄物の廃棄施設、作業環境モニタリング設備、炉室（Ｓ）、

炉室（Ｓ）換気空調設備、原子炉の附属設備） 

 溢水による損傷の防止に係る評価（以下「溢水評価」という。）のうち管理

区域外漏えいに係る評価を行う。（溶液燃料貯蔵設備） 

 核燃料物質貯蔵施設の貯蔵能力及び遮蔽の評価を行う。（溶液燃料貯蔵設備、

粉末燃料貯蔵設備） 

 保管廃棄設備の容量の評価等を行う。（固体廃棄物保管施設（Ⅰ）、（Ⅱ）） 

③ その他の変更 

 保管廃棄施設を増設する。（β・γ固体廃棄物保管室） 

 

なお、申請者は、平成２５年１２月に改正された試験研究の用に供する原子炉

等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（昭和６２年総理府令第１１号。

以下「設工認規則」という。）等への適合のため、設置変更許可申請書に基づき、

既設の施設を含む試験研究用等原子炉施設（ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施

設）の変更に係る工事の設工認申請を行うとしているが、工程上先に工事に着手

しなければならないものがあること、溶液系ＳＴＡＣＹ施設の運転停止に伴う変

更があることから、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則

（昭和３２年総理府令第８３号）第３条第３項の規定に基づき、当該設工認申請

を分割して申請するとしている。 

具体的には、表１及び表２に示すとおり計８回に分割して申請する予定として

おり、本申請は第２回の申請である。なお、分割申請のうち、第１回、ウラン棒

状燃料の製作、実験棟Ａの耐震改修及び棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等については

認可済みである。 
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表１：分割申請の概要 

分割申請 申請概要 

第１回 

（認可済み） 

新ＳＴＡＣＹ施設で使用しない設備の切り離し、解体 

(1) 更新後に使用しない設備等の一部解体撤去に伴う系統改造工事 

(2) 炉室フード、共用換気空調設備の改造工事 

(3) 溶液燃料の隔離のための系統遮断工事 

第２回 

（本申請） 

新ＳＴＡＣＹ施設で使用（維持管理を含む）する炉心関連設備以外の設

備の新規制基準適合性確認等 

(1) 炉心の型式変更に伴う変更（炉室フードの改造、放射線監視施設の

減、漏えい率の削除、耐震重要度分類の変更） 

(2) 新規制基準適合性確認に伴う変更又は評価（実験棟Ｂ、排気筒の外

部事象評価、溢水評価、核燃料物質貯蔵施設及び保管廃棄施設の保

管容量） 

(3) その他の変更（保管廃棄施設の増設） 

第３回 

炉心の型式変更に係る炉心関連設備の新設、改造及び新規制基準適合性

確認 

(1) 炉心設計評価 

(2) 炉心本体の製作（原子炉容器、炉内構造物等） 

(3) 計測制御系統施設の設置 

(4) 実験設備の製作 

(5) 耐震重要度分類の変更 

(6) 新規制基準適合性確認に伴う変更又は評価（遮蔽評価、溢水評価、

不正アクセス、誤操作防止） 

第４回 

新ＳＴＡＣＹ施設で使用（維持管理を含む）する炉心関連設備以外の設

備の新規制基準適合性確認 

(1) 既設核燃料物質貯蔵設備の改造（中性子吸収材の追加設置） 

(2) 液体廃棄物廃棄設備の溢水評価、対策 

(3) 避雷設備の設置 

実験棟Ａの耐震改修 

（認可済み） 

新ＳＴＡＣＹ施設で使用する実験棟Ａの新規制基準適合性確認 

(1) 実験棟Ａの耐震補強 

(2) 実験棟Ａの外部事象評価 

ウラン棒状燃料の製作 

（認可済み） 
新ＳＴＡＣＹ施設で使用する棒状燃料の製作 

棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等 

（認可済み） 

上記ウラン棒状燃料の貯蔵設備の製作（先行使用）及び先行使用のため

に必要な設備の新規制基準適合性確認 

ＴＲＡＣＹとの系統隔離措置 
溶液系ＳＴＡＣＹ施設の設備・機器として引き続き維持するものについ

て、ＴＲＡＣＹ施設と系統隔離 
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表２：ＳＴＡＣＹ施設の設工認申請対象の施設区分、項目及び分割申請 
施設区分 

項目 
分割申請 

回数 

今回 

申請 
備考 

設工認申請 設置許可申請 

イ 原子炉本

体 

ハ 原子炉本

体の構造及

び設備 

(1)炉心 炉心 （第 3回）  新設 

(2)燃料体 棒状燃料（既設） （第 3回）  設計変更 

 
棒状燃料（新設） 

棒状燃料の

製作 
 新設 

(3)減速材及び反

射材 
炉心（軽水） （第 3回）  新設 

(4)原子炉容器 原子炉容器 

（炉心タンク、格子板フレーム） 
（第 3回）  新設 

 原子炉容器（格子板） （第 3回）  新設 

(5)放射線遮蔽体 放射線遮蔽体 

（炉室（Ｓ）壁、床、天井） 
（第 3回）  設計変更 

(6)その他の主要

な事項 

起動用中性子源 （第 3回）  改造 

炉室フード（エアーロック）※２ 第 1回  解体 

炉室フード （第 2回） ○ 改造 

ロ 核燃料物

質の取扱施

設及び貯蔵

施設 

ニ 核燃料物

質の取扱施

設及び貯蔵

施設の構造

及び設備 

(1)核燃料物質貯

蔵設備 

棒状燃料貯蔵設備、 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備※１、 

使用済ウラン黒鉛混合燃料貯蔵設備

※１ 

（第 4回）  改造 

棒状燃料貯蔵設備Ⅱ 

棒状燃料貯

蔵設備Ⅱの

製作等 

 新設 

溶液燃料貯蔵設備（配管）※１ 第 1回  改造 

溶液燃料貯蔵設備※１、 

粉末燃料貯蔵設備※１ 
（第 2回） ○ 設計変更 

ハ 原子炉冷

却系統施設 

ホ 原子炉冷

却系統施設 

 
該当事項なし    

ニ 計測制御

系統施設 

ヘ 計測制御

系統施設の

構造及び設

備 

(1)計装 核計装（検出器、回路） （第 3回）  設計変更 

 核計装（検出器配置用治具） （第 3回）  新設 

 その他の主要な計装（最大給水制限ス

イッチ、給水停止・排水開始スイッチ） 
（第 3回）  新設 

 その他の主要な計装（炉室（Ｓ）放射

線量率計、炉下室（Ｓ）放射線量率計、

炉室線量率計盤） 

（第 3回）  追加要求 

 その他の主要な計装 

（監視操作盤、モニタ盤） 
（第 3回）  改造 

 その他の主要な計装（監視操作盤） （第 3回）  設計変更 

 その他の主要な計装 

（サーボ型水位計、高速流量計、低速

流量計、炉心温度計、ダンプ槽温度計、

ダンプ槽電導度計） 

（第 3回）  新設 

(2)安全保護回路 安全保護回路 （第 3回）  改造 

(3)制御設備 

 

安全板、安全板駆動装置、ガイドピン、

給排水系、未臨界板 
（第 3回）  新設 

ニ 計測制御

系統施設 

ヘ 計測制御

系統施設の

構造及び設

備 

(4)非常用制御設

備 
該当事項なし    

(5)その他の主要

な事項 

インターロック、警報回路 （第 3回）  改造 

制御室等 （第 3回）  追加要求 

ホ 放射性廃

棄物の廃棄

施設 

ト 放射性廃

棄物の廃棄

施設の構造

及び設備 

(1)気体廃棄物の

廃棄施設 

槽ベント設備Ｂ（配管）※１、 

槽ベント設備Ｄ（配管）※１ 
第 1回  改造 

槽ベント設備Ｂ※１、 

槽ベント設備Ｄ※１、※３、 

気体廃棄物処理設備※１、排気筒 

（第 2回） ○ 設計変更 

槽ベント設備Ｂ※１、※３ （第 4回）  設計変更 

気体廃棄物処理設備※１ 
TRACY 施設と

の系統隔離
 改造 
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施設区分 
項目 

分割申請 

回数 

今回 

申請 
備考 

設工認申請 設置許可申請 

措置 

(2)液体廃棄物の

廃棄設備 

極低レベル廃液系（配管） 第 1回  改造 

中レベル廃液系※１、有機廃液系※１ （第 4回）  設計変更 

 中レベル廃液系※１、 

低レベル廃液系※１、 

極低レベル廃液系、有機廃液系※１ 

（漏えい検知器、堰を含む） 

（第 4回）  追加要求 

 (3)固体廃棄物の

廃棄設備 
保管廃棄設備 （第 2回） ○ 

新設／ 

追加要求 

ヘ 放射線管

理施設 

チ 放射線管

理施設の構

造及び設備 

(1)屋内管理用 屋内管理用の主要な設備※２ 

（ガンマ線エリアモニタのうち実験

棟Ａ取付箇所のものを除く） 

（第 2回） ○ 改造 

屋内管理用の主要な設備※２ 

（ガンマ線エリアモニタのうち実験

棟Ａ取付箇所のもの） 

棒状燃料貯

蔵設備Ⅱの

製作等 

 改造 

(2)屋外管理用 屋外管理用の主要な設備※２ （第 2回） ○ 改造 

ト 原子炉格

納施設 

リ原子炉格納

施設の構造

及び設備 

(1)構造 

(2)設計圧力及び

温度 

炉室（Ｓ） （第 2回） ○ 設計変更 

 (3)その他の主要

な事項 

炉室（Ｓ）換気空調設備（ダクト） 第 1回  改造 

 炉室（Ｓ）換気空調設備 （第 2回） ○ 設計変更 

チ その他試

験研究用等

原子炉の附

属施設 

 

 

 

 

ヌ その他試

験研究用等

原子炉の附

属施設の構

造及び設備 

 

 

 

 

(1)非常用電源設

備 非常用電源設備 

棒状燃料貯

蔵設備Ⅱの

製作等 

 設計変更 

(2)主要な実験設

備 
可動装荷物駆動装置 （第 3回）  新設 

(3)その他の主要

な事項 

共用換気空調設備（ダクト）、 

分析設備（ＧＢ貫通配管） 
第 1回  改造 

共用換気空調設備、分析設備、 

燃取補助設備※１、真空設備※１、 

圧縮空気設備、ホット分析機器試験設

備※１、アルファ化学実験設備※１ 

（第 2回） ○ 設計変更 

 プロセス冷却設備※１ （第 4回）  追加要求 

燃取補助設備※１、真空設備※１ 

（TRACY 施設

との系統隔

離措置） 

 改造 

実験棟Ａ、Ｂ（遮蔽） （第 3回）  設計変更 

 

実験棟Ａ 

棒状燃料貯

蔵設備Ⅱの

製作等 

 設計変更 

 実験棟Ａ 

耐震改修 
 改修 

安全避難通路等、通信連絡設備、 

消火設備 

棒状燃料貯

蔵設備Ⅱの

製作等 

 追加要求 

 避雷設備 （第 4回）  追加要求 

＊ （）は未認可事項。 

※１：溶液系ＳＴＡＣＹ施設の設備・機器を引き続き維持するもの 

※２：炉心の型式変更するに伴い、設備の数を減らす又は撤去するもの 

※３：第２回は、槽ベント設備Ｂのうち、燃調グローブボックス及び貯蔵グローブボックス以外、 

第４回は、槽ベント設備Ｂのうち、燃調グローブボックス及び貯蔵グローブボックスに係る設計変更 
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Ⅲ．審査の方針 

１．審査の方針 

審査においては、法第２７条第３項に定めるところにより、本申請の内容が法

第２７条第３項各号の規定に適合しているかを以下の（１）から（３）のとおり

確認することとした。 

また、本申請が設置変更許可申請書に基づき申請される設工認申請の一部であ

ることから、今後申請される設工認申請の審査を含めて、以下の方針に従って所

要の確認を行う。 

・ 本申請及び別途申請される設工認申請について、設置変更許可に対応した設

計及び工事の方法として申請されるべき設備が申請されることとなってい

るかどうか、及び設工認申請のうち最後の申請に係る審査において、設置変

更許可に基づく設計及び工事の方法として、全体を通じて申請されるべき全

ての設備が申請されているかどうかをそれぞれ確認する。 

・ 設工認申請のうち最後の申請に係る審査においては、原子炉施設全体が設置

変更許可申請書に記載された安全設計ないし安全設計方針に従ったもので

あり、設工認規則に適合するものであることが適切に評価されているかどう

かを確認する。 

・ 設工認申請の認可に当たっては、先行申請され認可された設計及び工事の方

法がある場合、当該申請と設備設計上の不整合を生じていないことを確認す

る。 

 
（１）第１号については、本申請が、試験研究用等原子炉の設置変更の許可を受

けたところによるものであるかを確認する。 

（２）第２号については、設工認規則に適合しているかを確認する。 

（３）第３号については、試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質

管理の方法及びその検査のための組織が、「試験研究の用に供する原子炉等

に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及

びその検査のための組織の技術基準に関する規則」（平成２５年原子力規制

委員会規則第２２号。以下「品質管理技術基準規則」という。）に適合してい

るかを確認する。 

 

２．審査の方法 
（１）審査は、申請者が提出した申請書に基づき行った。 

（２）審査に当たっては、本申請に係る試験研究用等原子炉施設に対する設置

変更許可申請書、設工認規則及び品質管理技術基準規則を用いた。 
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Ⅳ．審査内容 
１．法第２７条第３項第１号及び第２号への適合性について 

法第２７条第３項第１号に基づき、設置変更許可申請書に記載された本文及び

添付書類に沿ったものであること、第２号に基づき、設工認規則に適合している

ことを確認した結果を以下に示す。 

 

なお、本申請及び別途申請される設工認申請について、設置変更許可に対応し

た設計及び工事の方法として申請されるべき設備が申請されることとなってい

るかどうかについては、表１及び表２並びに申請書添付書類別表１により、全８

回の分割申請により申請されることを確認した。また、本申請に含まれる工事は

炉室フードに係るものであり他の申請のための前工事であることから、設計及び

工事の方法が設置変更許可申請書に基づき申請される他の設計及び工事の方法

へ影響を及ぼさず、既に認可済みのものと設備設計上の不整合を生じないこと、

本申請に係る設備機器及び設工認規則の要求内容から、分割申請における本申請

の範囲が適当であり、本申請の範囲内で審査が可能であることを確認した。 

 

 

１－１．原子炉本体（その他の主要な事項） 
（１）施設区分 

原子炉本体のうち 

その他の主要な事項のうち 

炉室フード 

   

（２）変更の内容 

本項目については、以下の変更等を行うものである。 

・ 炉心の型式変更に伴う変更として、実験装置架台の改造（分割申請：第３

回）の前工事として、炉室フード側面に実験装置架台支持サポート用の貫

通孔を設けるとともに、炉室フードの支持サポートを設置 

・ 炉心の型式変更に伴う変更として、棒状燃料収納容器架台の新設（分割申

請：棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等）の前工事として、当該架台の基礎構造

を炉室フード床面に増設 

・ 新規制基準適合性確認の観点から、外部事象評価を実施 

 

変更点以外は、以下の設工認を受けたとおり。 

設備名 過去の設工認 

炉室フード 分割申請：第１回 
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申請者は、炉室フードについて設置変更許可申請書において以下としている。 

仕様 
主要寸法：縦 約９ｍ、横 約 10ｍ、高さ 約 10 ｍ 

主要材料：ステンレス鋼等 

耐震重要度分類 Ｃクラス 

外部事象評価 
評価に当たっては、安全施設への影響の有無又はそれら

を内包する原子炉建家への影響の有無により確認する。 

 

原子力規制委員会は、申請の内容が既設の炉室フードの改造であり、主要寸法、

主要材料が設置変更許可どおりで変更がないこと、耐震重要度分類を設置変更許

可どおりの設計としていること、外部事象評価については、炉室フードが既認可

の原子炉建家等（実験棟Ａ、実験棟Ｂ及び排気筒）に内包されることから、本申

請が法第２７条第３項第１号に基づき設置変更許可申請書に沿うものであるこ

と、同項第２号に基づき設工認規則への適合性の確認が必要な項目は以下である

ことを確認した。 

条 項目 

第５条 機能の確認等 

第６条第１項 地震による損傷の防止 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

（３）機能の確認等（第５条）について 

設工認規則第５条は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を確保す

る上で必要な設備の機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を

健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならないことを要

求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 炉室フードは、改造後にあっても、原子炉の停止中に必要な箇所の保守点検

及び検査並びに外観の確認が可能な設計とすること。 

・ 炉室フードの改造は、既設の安全を確保する上で必要な設備の機能の確認等

に支障がないよう施工すること。 

 

原子力規制委員会は、炉室フードについては、変更後にあっても、保守点検及

び検査並びに外観の確認を実施できる設計としていること等を確認したことか

ら、設工認規則第５条に適合していると認める。 

 

（４）地震による損傷の防止（第６条第１項）について 

設工認規則第６条第１項は、試験研究用等原子炉施設に作用する地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならな

いことを要求している。 
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申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 設置変更許可申請書の耐震重要度分類ではＣクラスであるが、上位クラス機

器への波及的影響を考慮しＢクラスとして評価を行うとともに、設計用地震

力を静的震度 1.8Ci として、他の荷重との組合せ（死荷重、最高使用圧力）

を考慮する。 

・ 応力解析は、解析コード「NASTRAN」を用いた３次元有限要素法（はり要素

モデル）により実施する。 

 

原子力規制委員会は、上位クラス機器である炉心等への波及的影響を考慮しＢ

クラスで設計、評価を行っていること、設計用地震力、荷重の組合せ及び耐震計

算条件が妥当であること、並びに耐震設計の結果、発生する応力は全ての評価部

位で許容応力度以下であることを確認したことから、設工認規則第６条第１項に

適合していると認める。 

 

（５）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

設工認規則第６条の３第１項及び第２項は、試験研究用等原子炉施設が想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある

場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない

こと、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝

撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事

故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の

状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に

より試験研究用等原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適

切な措置を講じなければならないことを要求している。 

 

申請者は、申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 各設備は、自然現象及び外部からの衝撃に影響を受けないよう設計された原

子炉建家等（実験棟Ａ、実験棟Ｂ及び排気筒）に内包されていること。 

・ 実験棟Ａの外部事象評価については、平成３０年５月３０日付け原規規発第

１８０７０５２号（原子力科学研究所の原子炉施設〔ＳＴＡＣＹ（定常臨界

実験装置）施設〕の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書〔分割申請：

実験棟Ａの耐震改修〕」（平成２９年１１月２９日付け２９原機（科福開）０

１２をもって申請、平成３０年３月７日付け２９原機（科福開）０１８、平成

３０年６月２２日付け３０原機（科福開）００７をもって一部補正 ）におい

て認可されていること。 

・ 実験棟Ｂ及び排気筒の竜巻影響評価については、以下のとおりであること。 

○実験棟Ｂについては、設計竜巻による複合荷重に対し、実験棟Ｂの保有水

平耐力は十分な裕度を有しており、安全余裕度（保有水平耐力/設計竜巻に

よる複合荷重）は、実験棟Ａの安全余裕度と同等（実験棟Ａの安全余裕度

77 以上に対し、実験棟Ｂの安全余裕度 65 以上）であること。設計飛来物
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の衝突については、実験棟Ｂ外壁の壁厚は 30ｃｍであり、実験棟Ａと同じ

であるため、実験棟Ａの評価に包含されること。 

○排気筒については、設計竜巻による複合荷重（風圧力による荷重及び飛来

物による衝撃荷重とし、排気筒の上端は開放されているため気圧差による

荷重は無視する。）に対する排気筒の構造健全性評価においては、実験棟Ａ

と同様、飛来物による衝撃荷重はボンベ台車の値とし、飛翔高さ（１ｍ）

を考慮したこと。評価の結果、終局せん断力は、設計竜巻の複合荷重にお

けるせん断力に対して十分な裕度を有しており、終局曲げモーメントは、

設計竜巻の複合荷重における曲げモーメントに対して十分な裕度を有して

いることから排気筒は損壊しないこと。設計飛来物の衝突については、排

気筒外壁の壁厚は 40ｃｍであり、実験棟Ａ（30cm）の評価に包含されるこ

と。 

・ 実験棟Ｂ及び排気筒の森林火災、近隣産業施設等の火災・爆発、航空機落下

による火災については、以下のとおりであること。 

○森林火災については、実験棟Ａ及び実験棟Ｂ並びに排気筒は隣接しており

実験棟Ａは東側、実験棟Ｂ及び排気筒は西側に位置するが、発火点は実験

棟Ａの東側の森林であるため、実験棟Ｂ及び排気筒の評価は、実験棟Ａの

評価に包含されること。 

○近隣産業施設等の火災・爆発については、実験棟Ａに隣接する実験棟Ｂ及

び排気筒は、実験棟Ａと同様に、想定火災・爆発源（原科研敷地内外に存

在する危険物タンク等）と十分な離隔距離を確保しており、安全余裕度の

観点から同等であること。 

○航空機落下による火災については、実験棟Ｂ及び排気筒の標的面積（水平

断面積又は投影面積）は、実験棟Ａの標的面積より小さく、航空機落下地

点からの離隔距離をより長く確保できるため、実験棟Ａの評価に包含され

ること。 

 

原子力規制委員会は、以下について確認したことから、設工認規則第６条の３

第１項及び第２項に適合していると認める。 

・ 原子炉建家等により内包する設備を防護する設計であること。 

・ 既認可の実験棟Ａは、当該認可以降変更がないこと。 

・ 実験棟Ｂの竜巻評価については、実験棟Ａに包含されること。 

・ 実験棟Ｂ及び排気筒の竜巻評価については、設計竜巻の複合荷重におけるせ

ん断力及び曲げモーメントに対して十分な裕度を有していることから実験棟

Ｂ及び排気筒は損壊しないこと。設計飛来物の衝突については、実験棟Ａに包

含されること。 

・ 実験棟Ｂ及び排気筒の森林火災、近隣産業施設等の火災・爆発については、実

験棟Ａと火災源の位置関係から、実験棟Ａの評価に包含されること。また航空

機落下については、実験棟Ｂ及び排気筒の標的面積が実験棟Ａより小さいこ

と等から、実験棟Ａの評価に包含されること。 
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１－２．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
１－２－１．溶液燃料貯蔵設備 

（１）施設区分 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち 

核燃料物質の取扱設備のうち 

 溶液燃料貯蔵設備の全ての設備 

Ｕ溶液貯槽 

Ｕ溶液校正ポット 

ノックアウトポット（Ⅰ） 

配管のうち主配管 

溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅰ）、（Ⅱ） 

サンプリング用グローブボックス 

精製附属設備グローブボックス（Ⅰ）、（Ⅱ） 

インターロック 

Ｕ溶液貯槽液位計 

漏えい検知器 

ドリップトレイ 

 

（２）変更の内容 

本項目については、炉心の型式変更に伴い、設置変更許可を受けたとおり、以

下の全ての溶液燃料貯蔵設備（既設）の耐震重要度分類を下位クラス（Ａ又はＢ

クラスからＣクラス）に変更するとともに、新規制基準適合性確認の観点から、

核燃料物質の貯蔵能力等のほか、外部事象評価、溢水評価を確認するものであり、

変更点以外については、以下の設工認を受けたとおりである。 

設備名 過去の設工認 

Ｕ溶液貯槽、Ｕ溶液校正ポット、ノックアウトポ

ット（Ⅰ）、配管のうち主配管※、溶液燃料貯蔵

設備グローブボックス（Ⅰ）、（Ⅱ）、サンプリン

グ用グローブボックス、精製附属設備グローブ

ボックス（Ⅰ）、（Ⅱ）、漏えい検知器、ドリップ

トレイ、インターロック、Ｕ溶液貯槽液位計 

平成元年１２月８日付け元安（原

規）第６３６号（平成２年９月４日

付け２安（原規）第３５１号にて変

更） 

   ※分割申請：第１回で解体撤去とした配管を除く。 

 

申請者は、これらについて、設置変更許可申請書において以下としている。 

Ｕ溶液貯槽 容量・基数 420ℓ ４基 、380ℓ ２基 

貯蔵濃度 

貯蔵量 

約 400gＵ／ℓ 

最大 800kgＵ（235Ｕ濃縮度 12wt％以下） 

溢水対策 液体を取り扱う機器を設置する貯槽室の

床面をドリップトレイとする。 
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各種グローブボックス 溢水対策 床面をドリップトレイとする。 

上記の全ての設備 耐震重要度分類 Ｃクラス 

外部事象評価 評価に当たっては、安全施設への影響の有

無又はそれらを内包する原子炉建家への

影響の有無により確認する。 

 

原子力規制委員会は、申請の内容のうち既設設備の耐震重要度分類の変更につ

いては、設置変更許可どおりの設計としていること、新規要求事項である外部事

象評価については、これらの設備が既認可の原子炉建家に内包されること、溢水

評価については、Ｕ溶液貯槽を設置する貯槽室（溶液貯蔵室－７及び溶液貯蔵室

－９）及び液体を取り扱う溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅰ）の床面をド

リップトレイとし、ドリップトレイには漏えい検知器を設置（既設）するとして

いること、Ｕ溶液貯槽液位計を設置（既設）するとしていることから、本申請が

法第２７条第３項第１号に基づき設置変更許可申請書に沿うものであること、同

項第２号に基づき設工認規則への適合性の確認が必要な項目は以下であること

を確認した。 

条 項目 ① ② 

第６条第１項 地震による損傷の防止 ○ ○ 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ ○ 

第１３条の２第２項 溢水による損傷の防止 ○ ○ 

第１６条第１項第２号、３号イ 

第２項第２号、４号ロ 
核燃料物質貯蔵施設 ○  

① Ｕ溶液貯槽、②その他の設備 

 

（３）地震による損傷の防止（第６条第１項）について  

設工認規則第６条第１項は、試験研究用等原子炉施設に作用する地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならな

いことを要求している。 

 

 原子力規制委員会は、申請書及び添付書類より、本変更は既設設備の耐震重要

度分類を、設置変更許可を受けた下位クラス（Ａ又はＢクラスからＣクラス）に

変更するものであり、耐震強度計算の見直しを要するものではないことを確認し

たことから、設工認規則第６条第１項に適合していると認める。 

 
（４）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、溶液燃料貯蔵設備は自然現象及び外部からの衝撃に影

響を受けないように設計され原子炉建家等に内包されているとしており、原子力

規制委員会は、設工認規則第６条の３第１項及び第２項に適合していると認める。 
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（５）溢水による損傷の防止（第１３条の２第２項）について 

設工認規則第１３条の２第２項は、放射性物質を含む液体を内包する容器、配

管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれるおそれがある場合は、当該

液体の管理区域外への漏えいを防止するための必要な措置を講ずることを要求

している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 地震起因による溢水については、設計用地震力は原子炉建家（Ｂクラス）及

び溢水源機器（本申請にてＡ又はＢクラスからＣクラスへ変更。１－２－１．

（３）を参照。）のうち最大であるＢクラスによる地震力とするが、溢水源と

なるＵ溶液貯槽、Ｕ溶液校正ポット及びノックアウトポットは、既認可のと

おり従来Ｂクラス以上で設計、製作していることから、破損するおそれがな

いこと。 

・ ランダム故障による溢水として、単一故障について評価すること。 

・ 溶液燃料貯蔵設備が破損した場合でも、管理区域外への漏えいを防止するた

め、燃料の貯蔵又は取扱いを行うＵ溶液校正ポット（12L）及びノックアウト

ポット（Ｉ）（12L）を設置する溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅰ）床面

をドリップトレイ（110L）とすることにより、当該場所での最大取扱量又は貯

蔵量を有する機器の単一の破損（最大 12L）を想定しても、その全量を保持す

る設計とすること。 

・ 同様に、Ｕ溶液貯槽を設置する貯槽室（溶液貯蔵室－７にＵ溶液貯槽Ⅰ（420L

予備槽）１基、Ｕ溶液貯槽Ⅱ（380L）１基及び溶液貯蔵室－９にＵ溶液貯槽Ⅱ

（420L）３基、Ｕ溶液貯槽Ⅱ（380L）１基）の床面をドリップトレイ(溶液貯

蔵室－７（1,500L）及び溶液貯蔵室－９（2,700L）)とすることにより、当該

場所での最大取扱量又は貯蔵量を有する機器の単一の破損（最大 420L）を想

定しても、その全量を保持する設計とすること。 

・ 溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅰ）及びＵ溶液貯槽を設置する貯槽室

（溶液貯蔵室－７及び溶液貯蔵室－９）のドリップトレイには漏えい検知器

を設ける（既設）とともに、単一の破損で漏えいした溶液燃料は回収可能な

設計（真空設備により予備のＵ溶液貯槽（容量 420L、１基、常時空）に全量

回収（既許可））とすること。 

・ Ｕ溶液貯槽にＵ溶液貯槽液位計を設置（既設）するとしていること。 

・ 漏えい検知された場合にはインターロックにより溶液燃料の移送を自動停止

するとしていること。 

 

原子力規制委員会は、溶液燃料貯蔵設備が破損した場合でも管理区域外への漏

えいを防止するため、単一故障の破損による漏えいに対しそれらを保持し回収で

きる設計としていること、地震による溢水は発生しないとしていること、漏えい

検知器、及びＵ溶液貯槽液位計により管理区域外の漏えいのおそれを検知できる

こと、漏えいが検知された場合にはインターロックにより溶液燃料の移送を自動
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停止するとしていることを確認したことから、設工認規則第１３条の２第２項に

適合していると認める。 

 

（６）核燃料物質貯蔵設備（第１６条第１項第２号、３号イ、第２項第２号、４号ロ）

について 

設工認規則第１６条第１項第２号は、核燃料物質貯蔵設備について、燃料体等

を貯蔵することができる容量を有するものであること、第３号イは、燃料取扱場

所の放射線量の異常を検知し、警報を発することができる設備を備えること、第

２項第２号は、使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な

遮蔽能力を有すること、及び第２項第４号ロは液位を測定でき、かつ液体の漏え

いその他の異常を適切に検知しうるものであることを要求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 核燃料物質貯蔵設備において、溶液系ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設で

使用した溶液燃料の貯蔵のみ行うこと。 

・ Ｕ溶液貯槽は溶液系ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設で使用した液体燃料

を貯蔵できる容量（最大 800kgU、235U 濃縮度 12wt％以下）を有すること。 

・ Ｕ溶液貯槽は使用済燃料等からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有する設

計（鉄筋コンクリートの遮蔽壁等）とすること。 

・ Ｕ溶液貯槽にＵ溶液貯槽液位計を設置（既設）するとしていること。 

 

原子力規制委員会は、Ｕ溶液貯槽について、許可どおりの容量で設置しており

十分な貯蔵能力を有すること、燃料の取扱いを行わないため放射線量の異常を検

知し警報を発することができる設備が不要であること、鉄筋コンクリートの遮蔽

壁等が設置されていること、既認可のＵ溶液貯槽液位計が設置されていることを

確認したことから、設工認規則第１６条第１項第２号、３号イ、第２項第２号及

び４号ロに適合していると認める。 

 

１－２－２．粉末燃料貯蔵設備 

（１）施設区分 

   核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち 

核燃料物質貯蔵設備のうち 

粉末燃料貯蔵設備のうち全ての設備 

Ｐｕ保管ピット 

受入エリアクレーン 

保管容器移動台車 

保管エリアクレーン 

貯蔵容器移送クレーン 

 

（２）変更の内容 
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本項目については、炉心の型式変更に伴い、設置変更許可を受けたとおり、以

下の全ての粉末燃料貯蔵設備（既設）の Pu 保管ピット及び搬送機器（受入エリ

アクレーン、保管容器移動台車、保管エリアクレーン、貯蔵容器移送クレーン）

の耐震重要度分類を、下位クラス（ＡクラスからＢクラス、又はＢクラスからＣ

クラス）に変更するとともに、新規制基準適合性確認の観点から、核燃料物質の

貯蔵能力等のほか、外部事象評価を確認するものである。 

変更点以外については、以下の設工認を受けたとおりである。 

設備名 過去の設工認 

Ｐｕ保管ピット、搬送機器 平成８年２月５日付け８安（原規）第６号 

 

申請者は、これらについて、変更許可申請書において以下としている。 

Ｐｕ保管ピット 

貯蔵能力 
プルトニウム 60 kgPu 及び 

劣化ウラン  180 kgＵ 

耐震重要度分類 
（本体）Ｂクラス 

（蓋、スラブ）Ｃクラス 

搬送機器 耐震重要度分類 Ｃクラス 

上記の全ての設備 外部事象評価 

評価に当たっては、安全施設への

影響の有無又はそれらを内包する

原子炉建家への影響の有無により

確認する。 

 

原子力規制委員会は、申請の内容が既設設備の耐震重要度分類の変更及び貯蔵

能力等の評価であり設置変更許可どおりの設計としていること、外部事象評価に

ついては、これらの設備が既認可の原子炉建家等に内包されることから、本申請

が法第２７条第３項第１号に基づき設置変更許可申請書に沿うものであること、

及び同項第２号に基づき設工認規則への適合性の確認が必要な項目は以下であ

ることを確認した。 

条 項目 ① ② 

第６条第１項 地震による損傷の防止 ○ ○ 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ ○ 

第１６条第１項第２号、３号イ、 

第２項第２号、４号ロ 
核燃料物質貯蔵施設 ○  

①Pu 保管ピット、②搬送機器 

 

（３）地震による損傷の防止（第６条第１項）について  

設工認規則第６条第１項は、試験研究用等原子炉施設に作用する地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならな

いことを要求している。 
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 原子力規制委員会は、申請書から、既設設備の耐震重要度分類を、設置変更許

可を受けた下位クラス（Pu 保管ピット（本体）については、ＡクラスからＢクラ

ス、Pu 保管ピット（蓋、スラブ）、及び搬送機器については、ＢクラスからＣク

ラス）に変更するものであり、耐震強度計算の見直しを要するものではないこと

を確認したことから、設工認規則第６条第１項に適合していると認める。 

 

（４）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、粉末燃料貯蔵設備は自然現象及び外部からの衝撃に影

響を受けないように設計され原子炉建家等に内包されているとしており、原子力

規制委員会は、設工認規則第６条の３第１項及び第２項に適合していると認める。 

 

（５）核燃料物質貯蔵設備（第１６条第１項第２号、３号イ、第２項第２号、４号ロ）

について 

設工認規則第１６条第１項第２号は、核燃料物質貯蔵設備について、燃料体等

を貯蔵することができる容量を有するものであること、第３号イは、燃料取扱場

所の放射線量の異常を検知し、警報を発することができる設備を備えること、第

２項第２号は、使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な

遮蔽能力を有することを要求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ Pu 保管ピットにおいては、溶液系ＳＴＡＣＹ施設で使用する計画であったウ

ラン・プルトニウム混合酸化物の粉末状燃料の貯蔵のみを行うこと。 

・ Pu 保管ピットは溶液系ＳＴＡＣＹ施設で使用する計画であったウラン・プル

トニウム混合酸化物の粉末状燃料を貯蔵できる容量（最大 60kgPu 及び 180kgU

（劣化ウラン））を有する設計とすること。 

・ Pu 保管ピットは Pu 保管室に設置し、鉄筋コンクリート造の遮蔽壁等を設け、

適切な遮蔽能力を有すること。 

 

原子力規制委員会は、Pu 保管ピットが設置変更許可どおり十分な貯蔵能力を

有すること、燃料の取扱いを行わないため放射線量の異常を検知し警報を発する

ことができる設備が不要であること、鉄筋コンクリート造の遮蔽壁等を設けるこ

とを確認したことから、設工認規則第１６条第１項第２号、３号イ、第２項第２

号及び４号ロに適合していると認める。 

 

 

１－３．放射性廃棄物の廃棄施設 
１－３－１．気体廃棄物の廃棄設備 

（１）施設区分 

   放射性廃棄物の廃棄施設のうち 

気体廃棄物の廃棄施設のうち 



17 

 

槽ベント設備Ｂ 

槽ベント設備Ｄ 

気体廃棄物処理設備 

排気筒 

 

（２）変更の内容 

本項目については、炉心の型式変更に伴い、設置変更許可を受けたとおり、既

設設備の耐震重要度分類を、下位クラス（Ａ又はＢクラスからＣクラス）に変更

するとともに、新規制基準適合性確認の観点から、外部事象評価を確認するもの

で、変更点以外については、以下の設工認を受けたとおりである。 

設備名 過去の設工認 

槽ベント設備Ｂ、 

槽ベント設備Ｄ 

分割申請：第１回 

気体廃棄物処理設備 

 

 

平成元年１２月８日付け元安（原規）第６３６号 

（平成２年９月４日付け２安（原規）第３５１号及び 

平成６年６月２４日付け６安（原規）第１４０号で変更） 

排気筒 平成元年３月２９日付け元安（原規）第１１３号 

 

申請者は、これらについて、設置変更許可申請書において以下としている。 

上記の全ての設備 耐震重要度分類 Ｃクラス 

外部事象評価 

評価に当たっては、安全施設への影響の有

無又はそれらを内包する原子炉建家への影

響の有無により確認する。 

 

原子力規制委員会は、申請の内容が既設設備の耐震重要度分類の変更であり、

耐震重要度分類を設置変更許可どおりの設計としていること、外部事象評価につ

いては、これらの設備が既認可の原子炉建家等に内包されることから、本申請が

法第２７条第３項第１号に基づき設置変更許可申請書に沿うものであること、同

項第２号に基づき設工認規則への適合性の確認が必要な項目は以下であること

を確認した。 

条 項目 

第６条第１項 地震による損傷の防止 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

（３）地震による損傷の防止（第６条第１項）について 

設工認規則第６条第１項は、試験研究用等原子炉施設に作用する地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならな

いことを要求している。 
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原子力規制委員会は、申請書から、既設設備の耐震重要度分類を、設置変更

許可を受けた下位クラス（Ａ又はＢクラスからＣクラス）に変更するものであ

り、耐震強度計算の見直しを要するものではないことを確認したことから、設

工認規則第６条第１項に適合していると認める。 

 

（４）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、気体廃棄物の廃棄施設は自然現象及び外部からの衝撃

に影響を受けないように設計され原子炉建家等に内包されているとしており、原

子力規制委員会は、設工認規則第６条の３第１項及び第２項に適合していると認

める。 

 

１－３－２．固体廃棄物の廃棄設備 

（１）施設区分 

   放射性廃棄物の廃棄施設のうち 

固体廃棄物の廃棄施設のうち 

 固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ） 

 β・γ固体廃棄物保管室 

 

（２）変更の内容 

本項目については、既設のα固体廃棄物保管室(Ⅰ)、(Ⅱ)について、対象をα

固体廃棄物からα、β、γ固体廃棄物に変更し、固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ）

に名称変更を行うとともに、β・γ固体廃棄物保管室を保管廃棄施設として新規

に申請するもの、また、これらの保管廃棄施設について新規制基準適合性の観点

から、外部事象評価を行うものであり、変更点以外については、以下の設工認を

受けたとおりである。 

設備名 過去の設工認 

固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ） 

（旧α固体廃棄物保管室(Ⅰ)、(Ⅱ)） 

平成元年３月２９日付け元安（原規）第１１３

号 

 

申請者は、これらについて、設置変更許可申請書において以下としている。 

固体廃棄物保管室（Ⅰ）、

固体廃棄物保管室（Ⅱ） 

床面積※ 約 400ｍ２ 

容量※ 
約 1500 本（200ℓドラム缶換算、α固体

廃棄物及びβ・γ固体廃棄物） 

β・γ固体廃棄物保管室 

床面積 約 20ｍ２ 

容量 
176 個 

（20ℓ容器換算、β・γ固体廃棄物） 

上記の全ての設備 外部事象評価 

評価に当たっては、安全施設への影響の

有無又はそれらを内包する原子炉建家へ

の影響の有無により確認する。 
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※固体廃棄物保管室（Ⅰ）、固体廃棄物保管室（Ⅱ）の合計 

 

原子力規制委員会は、申請書から、固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ）及びβ・γ

固体廃棄物保管室の床面積及び容量の仕様が上記と同じであることを確認した

こと、外部事象評価については、これらの設備が既認可の原子炉建家等に内包さ

れることから、本申請が法第２７条第３項第１号に基づき設置変更許可申請書に

沿うものであること、同項第２号に基づき設工認規則への適合性の確認が必要な

項目は以下であることを確認した。 

条 項目 ① ② 

第５条 機能の確認等  ○ 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ ○ 

第８条第２項第１号 遮蔽等 ○ ○ 

第２６条第１項、第２項 保管廃棄設備 ○ ○ 

① 固体廃棄物保管室（Ⅰ）、固体廃棄物保管室（Ⅱ）、②β・γ固体廃棄物保管室 

 

（３）機能の確認等（第５条）について 

設工認規則第５条は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を確保す

る上で必要な設備の機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を

健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならないことを要

求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において、各廃棄設備について、床面及び壁面

が容易に除染しやすい状態に仕上げられていること及び有害な傷や剥離がない

ことの確認ができるよう、外観の確認が可能な設計とするとしている。 

 

原子力規制委員会は、申請書及び添付書類から、各廃棄設備は、外観の確認が

できる設計としていることを確認したことから、設工認規則第５条に適合してい

ると認める。 

 

（４）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、固体廃棄物の廃棄施設は自然現象及び外部からの衝撃

に影響を受けないように設計され原子炉建家等に内包されているとしており、原

子力規制委員会は、設工認規則第６条の３第１項及び第２項に適合していると認

める。 

 

（５）遮蔽等（第８条第２項第１号）について 

設工認規則第８条第２項第１号は、外部放射線による放射線障害を防止する必

要がある場所には、必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備を施設することを要求して

いる。 
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申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 固体廃棄物保管室(Ⅰ)、(Ⅱ)（旧α固体廃棄物保管室(Ⅰ)、(Ⅱ)）について

は、貯蔵能力は変更せず、従来のプルトニウム系の固体廃棄物（α固体廃棄

物）に加え、ウラン系の固体廃棄物（β・γ固体廃棄物及び解体廃棄物）も

保管できるように変更するものであるが、既認可（平成元年３月 29 日付け

元安（原規）第 113 号にて認可。）において、プルトニウム、アメリシウム、

核分裂生成物を含む線源条件で遮蔽評価を実施しており（隣接する分析室

（Ⅰ）で 1.5×10-2μSv/h。）、ウラン系の固体廃棄物は当該遮蔽評価に包含

されるため、遮蔽性能の変更を要しないこと。 

・ β・γ固体廃棄物保管室については、従来の溶液系ＳＴＡＣＹの運転保守に

伴って発生するβ・γ固体廃棄物の線量が固体廃棄物容器表面においてバッ

クグラウンド（0.2μSv/h）であり、当該保管室で保管廃棄するＳＴＡＣＹ

更新後のβ・γ固体廃棄物の線量も同等又はそれ以下であるため、当該保管

室は遮蔽のための設備を要しないこと。 

 

原子力規制委員会は、固体廃棄物保管室(Ⅰ)、(Ⅱ)については、保管廃棄す

る核種の変更後にあっても必要な遮蔽能力を有すること、 β・γ固体廃棄物保

管室については、線量がバックグラウンド（0.2μSv/h）であり、放射線障害防

止の観点から遮蔽が必要ないことを確認したことから、設工認規則第８条第２

項第１号に適合していると認める。 

 

（６）保管廃棄設備（第２６条第１項、第２項）について 

設工認規則第２６条は、放射性廃棄物を保管廃棄する設備に関し、第１項第１

号として通常運転時に発生する放射性廃棄物を保管廃棄する容量を有すること、

第２号として放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること、第３号として崩壊熱

及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射線廃棄物に含まれる化学

薬品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないこと、第２項として

放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならないことを要

求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 第１項第１号については、固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ）（α固体廃棄物、

β・γ固体廃棄物を貯蔵可）は 200L ドラム缶換算で１，５００本、β・γ

固体廃棄物保管室は 20L 換算で１７６個であるのに対し、運転期間中におい

て見込まれる固体廃棄物の最大発生量は、200L ドラム缶換算でβ・γ固体廃

棄物が１７５本／年、α固体廃棄物が３０本／年であり、十分な容量を有し

ていること。 

・ 第１項第２号及び第３号については、固体廃棄物を放射性廃棄物処理場に運

搬するまでの限られた期間、固体廃棄物の廃棄施設に保管する場合は、適切

な固体廃棄物容器（金属製の 200L ドラム缶、1m3容器等）に封入することに
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より、漏えいし難くかつ著しい腐食を防止するとともに、汚染の拡大を防止

すること。 

・ 第２項については、固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ）及び β・γ 固体廃棄物

保管室は独立した区画（室）に設置し、放射性物質の散逸や汚染の拡大を防

止することができる設計としていること、また床面及び壁面で人が触れるお

それがある部分については、塗装等により、汚染除去が容易な滑らかな表面

仕上げとなっていること。 

 

原子力規制委員会は、各固体廃棄物の廃棄施設が、十分な容量を有している

こと、適切な固体廃棄物容器に封入することにより、放射性物質の漏えい防止

及び腐食対策が考慮されていること、β・γ固体廃棄物保管室については、汚

染除去が容易な表面仕上げの独立した室としていることにより、放射性廃棄物

による拡大防止が考慮されていることを確認したことから、設工認規則第２６

条第１項、第２項に適合していると認める。 

 

 
１－４．放射線管理施設 
（１）施設区分 

放射線管理施設のうち 

屋内管理用の主要な設備のうち 

 放射線監視設備のうち 

  作業環境モニタリング設備のうち 

   室内モニタ 

   放射線エリアモニタ 

屋外管理用の主要な設備のうち 

 排気筒モニタリング設備 

 

（２）変更の内容 

本項目については、炉心の型式変更（溶液系ＳＴＡＣＹ施設から新ＳＴＡＣＹ

施設に更新すること、ウラン・プルトニウム混合酸化物の使用を停止（貯蔵のみ）

すること）に伴い、既設の作業環境モニタリング設備の一部を減らすとともに、

新規制基準適合性確認の観点から、外部事象評価、及び設計基準事故発生時のパ

ラメータ測定について確認するものであり、変更点以外については、以下の設工

認を受けたとおりである。 

設備名 過去の設工認 

室内モニタ、放射線エリアモニタ 

排気筒モニタリング設備 

平成３年５月２日付け元安（原規）第２４号 

及び分割申請：棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等 

 

申請者は、これらについて、設置変更許可申請書において以下としている。 
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室内モニタ 

 

 実験棟内の空気中放射性物質濃度を測定、監視するため、ダ

ストモニタを設ける。 

 設計基準事故時において実験棟内の空気中の放射性物質濃

度を把握するため、ガスモニタ及びダストサンプリング配管

を設ける。 

放射線エリアモニタ※  実験棟内の空間線量率を監視するため、ガンマ線エリアモニ

タ、中性子線エリアモニタを設置。主要設置箇所は、炉室

（Ｓ）、炉室（Ｔ）、炉下室（Ｓ）、炉下室（Ｔ）、燃取室。 

 設計基準事故時において実験棟内の空間線量率を把握する

ため、ガンマ線エリアモニタを設ける。 

排気筒モニタリング設備  排気筒から放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に

測定し、制御室で表示、記録を行い、設定値を超えた場合は、

制御室及び適当な管理場所に警報を発する設計とする。 

 ダストモニタを設け、放射性塵埃を連続的に測定、監視する。 

 設計基準事故時において排気筒から放出される放射性物質

の放出量を把握するため、ガスモニタ及びダストサンプリン

グ配管を設ける。なお、商用電源喪失を考慮して非常用電源

設備に接続する設計とする。 

外部事象評価 
評価に当たっては、安全施設への影響の有無又はそれらを内

包する原子炉建家への影響の有無により確認する。 

※分割申請：棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等で申請の、実験棟Ａ取付のガンマ線エリアモニタ

を除く。 

 

原子力規制委員会は、申請書から、設置許可どおり不要となった設備を減らす

設工認であることを確認したこと、外部事象評価については、これらの設備が既

認可の原子炉建家等に内包されること、設計基準事故時のパラメータ測定につい

ては、設置変更許可どおりガスモニタ、ガンマ線エリアモニタ、中性子線エリア

モニタを設置するとしていることから、本申請が法第２７条第３項第１号に基づ

き設置変更許可申請書に沿うものであること、同項第２号に基づき設工認規則へ

の適合性の確認が必要な項目は以下であることを確認した。 

条 項目 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止 

第２１条第２項 計装 

第２７条第１項第３号 放射線管理施設 

 

（３）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、放射線管理施設は自然現象及び外部からの衝撃に影響

を受けないように設計され原子炉建家等に内包されている（排気筒モニタリング

設備のサンプル箇所については排気筒内、その他の放射線管理施設については実

験棟Ａ又は実験棟Ｂ内。）としており、原子力規制委員会は、設工認規則第６条の
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３第１項及び第２項に適合していると認める。 

 

（４）計装（第２１条第２項）について 

設工認規則第２１条第２項は、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、

及び対策を講じるために必要な試験研究用等原子炉施設の停止後の温度、液位そ

の他の試験研究用等原子炉施設の状態を示す事項を、設計基準事故時に想定され

る環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できる設備を

施設することを要求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 設計基準事故の液体燃料の漏えい時の放射性物質の放出については、排気筒

ダストモニタ（GM 計数管）により監視すること、及び溶液燃料の回収に当

たる作業者の管理の観点から放射線量率を、Ｕ溶液貯槽を設置する貯槽室

（溶液貯蔵室－７及び溶液貯蔵室－９）の出入り口である遮蔽扉が設置され

ている溶液貯蔵室－１のガンマ線エリアモニタ（半導体検出器）（分割申請：

棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等）により監視すること。 

・ 棒状燃料の機械的破損時の放射性物質の放出については、排気筒ガスモニタ

（通気型電離箱）及び排気筒ダストモニタ（GM 計数管）で、空気中の放射

性物質の濃度は炉室（Ｓ）からサンプリングするダストモニタ（GM 係数管）

及びガスモニタ（通気型電離箱）で監視すること、並びに線量当量率は炉室

（Ｓ）のガンマ線エリアモニタ（半導体検出器）（分割申請：棒状燃料貯蔵

設備Ⅱの製作等）及び中性子線エリアモニタにより監視すること。 

・ 想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録

できるよう、放射線監視施設の性能を選択していること、いずれの放射線監

視施設も非常用電源設備に接続されること。 

 

原子力規制委員会は、設計基準事故（液体燃料の漏えい、棒状燃料の機械的破

損）を考慮し、適切な能力を持つ放射線監視施設が設置されること、及びこれら

が非常用電源設備に接続され十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録で

きることを確認したことから、設工認規則第２１条第２項に適合していると認

める。 

 

（４）放射線管理施設（第２７条第１項第３号）について 

設工認規則第２７条第１項第３号は、管理区域における外部放射線に係る原子

力規制委員会の定める線量当量率及び空気中の放射線物質の濃度について計量

する放射線管理施設を施設することを要求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量及

び空気中の放射性物質の濃度を計測する、作業環境モニタリング設備（ダス
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トモニタ（シンチレーション検出器、ＧＭ係数管）、ガスモニタ（通気型電

離箱）、中性子エリアモニタ（ＢＦ３計数管）、ガンマ線エリアモニタ（半導

体検出器））を設ける設計となっていること。 

・ 削除するモニタは、溶液系ＳＴＡＣＹ施設においてプルトニウム溶液燃料の

使用を想定した設備について監視していたもの（計画のみで、プルトニウム

溶液燃料は使用していない。）、並びに溶液系ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ

施設の共用設備としてウラン溶液燃料を使用していた設備について監視し

ていたものであること。 

・ 溶液系ＳＴＡＣＹ施設においてウラン・プルトニウム混合酸化物を使用して

いた部屋の室内モニタは、放射性塵埃中のウラン・プルトニウム混合酸化物

を考慮した設計としていること。 

 

原子力規制委員会は、新ＳＴＡＣＹ施設の管理区域に作業環境モニタリング設

備を設置する設計となっていること、削除するモニタは今後使用しない溶液系Ｓ

ＴＡＣＹ施設の設備を監視するものであったこと、ウラン・プルトニウム混合酸

化物の過去の使用履歴を考慮し使用していた部屋及び排気筒から放出される放

射性塵埃の濃度について引き続き監視することを確認したことから、設工認規則

第２７条第１項第３号に適合していると認める。 

 

 
１－５．原子炉格納施設 
（１）施設区分 

原子炉格納施設のうち 

炉室（Ｓ） 

その他の主要な事項のうち 

炉室（Ｓ）換気空調設備 

 

（２）変更の内容 

本項目については、炉心の型式変更に伴い、設置変更許可を受けたとおり、既

設の炉室（Ｓ）の設計条件のうち漏えい率を削除、既設設備の耐震重要度分類を

下位クラスに変更（ＢクラスからＣクラス）、支持機能を確認する地震動を変更

（Ｓ１からＳＢ
※１）するとともに、新規制基準適合性確認の観点から、外部事象評

価を確認するものであり、変更点以外については、以下の設工認を受けたとおり

である。 

設備名 過去の設工認 

炉室（Ｓ） 平成元年３月２９日付け元安（原規）第１１３号 

炉室（Ｓ）換気空調設備※２ 平成２年１２月１４日付け２安（原規）第６５５号 

※１：地上部分では「建築基準法施行令」より求まる層せん断力係数に係数 1.5 を、地下部

分では水平震度に係数 1.5 を乗じて得られる静的地震力。 
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※２：分割申請：第１回で解体・撤去とした排気主ダクトの一部を除く 

 

申請者は、これらについて、設置変更許可申請書において以下としている。 

炉室（Ｓ） 計測制御系統設備、炉心タン

ク、格子板フレーム、格子板実

験設備（実験用装荷物）の支持

機能を確認する地震動 

ＳB 

炉室（Ｓ） 

換気空調設備 
耐震重要度分類 Ｃクラス 

上記全ての設備 外部事象評価 評価に当たっては、安全施設への影響

の有無又はそれらを内包する原子炉

建家への影響の有無により確認する。 

① 炉室（Ｓ）、②炉室（Ｓ）換気空調設備 

 

原子力規制委員会は、申請書から、設置変更許可どおり炉室（Ｓ）の漏えい率

を削除していること、既設設備に係る耐震設計に使用する地震動及び耐震重要度

分類を設置変更許可どおりの設計としていること、外部事象評価については、こ

れらの設備が既認可の原子炉建家等に内包されることから、本申請が法第２７条

第３項第１号に基づき設置変更許可申請書に沿うものであること、同項第２号に

基づき設工認規則への適合性の確認が必要な項目は以下であることを確認した。 

条 項目 ① ② 

第６条第１項 地震による損傷の防止  ○ 

第６条の３第１項、第２項 外部からの衝撃による損傷の防止  ○ 

第２８条第１項 原子炉格納施設 ○ ○ 

 

（３）地震による損傷の防止（第６条第１項）について  

設工認規則第６条第１項は、試験研究用等原子炉施設に作用する地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならな

いことを要求している。 

 原子力規制委員会は、申請書から、既設設備の炉室（Ｓ）に設置する計測制御

系統設備、炉心タンク、格子板フレーム、及び格子板実験設備（実験用装荷物）

の支持機能を確認する地震動をＳ１からＳB に変更するとともに、炉室（Ｓ）換気

空調設備の耐震重要度分類を、設置変更許可を受けた下位クラス（Ｂクラスから

Ｃクラス）に変更するものであり、耐震強度計算の見直しを要するものではない

ことを確認したことから、設工認規則第６条第１項に適合していると認める。 

 

（４）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、炉室（Ｓ）及び炉室（Ｓ）換気空調設備は自然現象及

び外部からの衝撃に影響を受けないように設計され原子炉建家等に内包されて
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いるとしており、原子力規制委員会は、設工認規則第６条の３第１項及び第２項

に適合していると認める。 

（５）原子炉格納容器（第２８条第１号）について 

設工認規則第２８条は、第１号により、通常運転時に原子炉格納施設内部を負

圧状態に維持し得るものであり、かつ所定の漏えい率を超えることがないもので

あること（ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあってはこの

限りではない。）、第２号により、設計基準事故時において公衆に放射線障害を及

ぼさないようにするため、放出される放射性物質を低減するものであること（た

だし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあってはこの限りではな

い。）を要求している。 

 

申請者は、申請書及び添付書類において以下としている。 

・ 第１号については、原子炉格納容器である炉室（Ｓ）について、炉室（Ｓ）

換気空調設備（平成元年９月８日付け元安(原規)第 338 号で設計及び工事

の方法の認可（平成２年12 月14 日付け２安(原規)第655 号で変更認可））

の自動制御運転により、通常運転時に大気圧よりも負圧になる設計となっ

ていること。 

・ 新ＳＴＡＣＹ施設の設計基準事故として棒状燃料の機械的破損を想定した

場合でも周辺公衆の実効線量は約 3.1×10-4mSv であることから、公衆に放

射線障害を及ぼすおそれがないため、漏えい率を期待する必要がないこと。 

・ 第２号については、炉室（Ｓ）は、上述のとおり、通常運転時及び設計基

準事故時に、漏えい率及びフィルタ等の炉室（Ｓ）換気空調設備による放

出低減に期待することなく、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないこと。 

 

原子力規制委員会は、炉室（Ｓ）換気空調設備のダンパにより負圧が維持でき

ること、設計基準事故等においても公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないこと

を確認したことから、設工認規則第２８条第１号に適合していると認める。 

 

 

１－６．その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち、その他の主要な事項 
（設計条件の変更がある設備） 

（１）施設区分 

原子炉の附属設備のうち 

その他の主要な事項のうち 

 その他のうち 

  共用換気空調設備 

分析設備 

真空設備 

圧縮空気設備 

ホット分析機器試験設備 
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アルファ化学実験設備 

燃取補助設備 

 

（２）変更の内容 

本項目については、炉心の型式変更に伴い、設置変更許可を受けたとおり、既

設設備の耐震重要度分類を下位クラス（ＢクラスからＣクラス）に変更するとと

もに、新規制基準適合性確認の観点から、外部事象評価を確認するものであり、

変更点以外については、以下の設工認を受けたとおりである。 

設備名 過去の設工認 

共用換気空調設備の主要

機器及び主ダクト 
平成元年９月８日付け元安（原規）第３３８号 

（平成２年１２月１４日付け２安（原規）第６５５号及び

平成３年１２月１７日付け３安（原規）第６７４号で変更） 

分析設備の主要なグロー

ブボックス 

平成３年５月２日付け３安（原規）第２４号（平成３年１

２月１７日付け３安（原規）第５７４号で変更） 

真空設備の主要機器、主

配管、及び一部のその他

の配管 

平成元年１２月８付け元安（原規）第６３６号（平成２年

９月４日付け２安（原規）第３５２号で変更） 

平成１１年１２月１５日付け１１安（原規）第１７５号に

て改造について認可 

圧縮空気設備の主要機器

及び主配管 

平成元年９月８日付け元安（原規）第３３８号 

ホット分析機器試験設備

の主要機器及び主配管 

平成元年１２月８日付け元安（原規）第６３６号 

アルファ化学実験設備 平成元年１２月８日付け元安（原規）第６３６号（平成３

年１２月１７日付け３安（原規）第５７４号で変更） 

燃取補助設備の主要機器

及び主配管 

平成元年１２月８日付け元安（原規）第６３６号（平成２

年９月４日付け２安（原規）第３５１号で変更） 

実験棟Ａ 分割申請：第１回 

実験棟Ｂ 平成元年３月２９日付け元安（原規）第１１３号 

※分割申請：第１回で解体撤去とした分析室(Ⅰ)の分析設備後処理装置の機器・配管を除く。 

 

申請者は、これらについて、設置変更許可申請書において以下としている。 

上記の全ての設備 耐震重要度分類 Ｃクラス 

外部事象評価 

評価に当たっては、安全施設への影響の有無

又はそれらを内包する原子炉建家への影響の

有無により確認する。 

 

原子力規制委員会は、申請書から、既設設備の耐震重要度分類の変更について

は、設置変更許可どおりの設計としていること、外部事象評価については、これ

らの設備が既認可の原子炉建家等に内包されることから、本申請が法第２７条第
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３項第１号に基づき設置変更許可申請書に沿うものであること、同項第２号に基

づき設工認規則への適合性の確認が必要な項目は以下であることを確認した。 

条 項目 実験棟Ａ 実験棟Ｂ 他 

第６条第１項 地震による損傷の防止 ※ ※ ○ 

第６条の３第１項第２項 
外部からの衝撃による損傷

の防止 
○ ○ ○ 

 ※実験棟Ａについては、分割申請：実験棟Ａの耐震改修で認可済み。 

  実験棟Ｂについては、分割申請：第３回に含まれる。 

 

（３）地震による損傷の防止（第６条第１項）について  

設工認規則第６条第１項は、試験研究用等原子炉施設に作用する地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならな

いことを要求している。 

 

 原子力規制委員会は、申請書から、既設設備の耐震重要度分類を、設置変更許

可を受けた下位クラス（Ａ又はＢクラスからＣクラス）に変更するものであり、

耐震強度計算の見直しを要するものではないことを確認したことから、設工認規

則第６条第１項に適合していると認める。 

 

（４）外部からの衝撃による損傷の防止（第６条の３第１項及び第２項）について 

１－１．（５）と同様に、原子炉の附属設備は自然現象及び外部からの衝撃に影

響を受けないように設計され原子炉建家等に内包されているとしており、原子力

規制委員会は、設工認規則第６条の３第１項及び第２項に適合していると認める。 

 

 

２．法第２７条第３項第３号への適合性について 

原子力科学研究所は、本申請に関する試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事

に係る品質管理の方法等について、品質管理技術基準規則に適合するよう策定した

品質保証計画書に基づき行うこととしている。 

 

原子力規制委員会は、申請書及び添付書類から、平成３０年７月１８日に改訂さ

れた「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画書」が、

平成３０年５月３０日付け原規規発第１８０５３０４号をもって認可した原子力

科学研究所の原子炉施設〔ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設〕の変更に係る設

計及び工事の方法の認可申請書〔分割申請：ウラン棒状燃料の製作〕から予防措置

を除き変更がないこと、予防措置については、他の組織から得られた技術情報につ

いて水平展開するための措置に係る要求事項を規定することが追加となっている

ものであり、よりよい品質保証活動のためであることを確認した。 

 

以上のことから、本申請に係る設計及び工事に係る品質管理の方法等は、品質管
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理技術基準規則に適合しているものと認める。 


